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  第６次上尾市総合計画策定方針 

 

１．計画策定の趣旨 

本市では、2010年度に第５次上尾市総合計画を策定し、『笑顔きらめく“ほっと”なま

ち あげお』を将来都市像に掲げ、その実現に向けて計画の進捗を図っているところであ

るが、2020年度末をもって計画期間が満了となる。 

この間、本市の人口は微増しているものの、高齢化が進み、年齢構成は大きく変わりつ

つある中で、上尾道路の圏央道「桶川北本ＩＣ」までの開通や高崎線上野東京ラインの開

通など市民の利便性は向上している。 

新たな計画期間となる今後10年間は、団塊の世代が後期高齢者を迎える2025年問題への

対応や生産年齢人口の減少による税収の減少、人口急増期に整備した公共施設の老朽化対

策など、多くの課題に直面することになり、対策を講じなければ、現状の市民サービスを

維持することが困難になることも想定されるが、そのためには、高齢者人口が全国的に 

ピークとなる2040年頃までを見据えた計画とする必要がある。 

持続可能な市政運営を実現するため、本市の現状を的確に把握した上で、長期的なビジ

ョンを市民と行政が共有しつつ、第６次上尾市総合計画を策定する。 
 

２．策定内容 

 （１）基本構想 

    まちづくりの基本理念、将来の目指す姿及びまちづくりの基本方向を定めるもの。 

 （２）基本計画 

   基本構想に定めたまちづくりの基本方向に向かって、市民、企業・団体、行政が進めるま

ちづくりの施策等を体系的に示すもの。 

 

３．策定にあたっての視点 

策定にあたっては、以下の視点に留意しつつ、市民会議の設置や地区別意見交換会の 

開催など市民の意見・要望等を反映し、市民とともに策定する。  

（１）右肩下がりの時代に対応する計画 

人口減少・少子化・超高齢化が進行する右肩下がりの時代にあるという認識に立ち、これ

までのような総花的な計画ではなく、限られた予算・人員を行政が実施しなければならない

分野に優先的に投入していくという考え方に立った計画とする。 

（２）未来を見据え、将来の市民ニーズに対応し得る計画 

市民が夢を持ち、輝きながら生活できるまちを実現するため、未来を見据え、将来の市民

ニーズに対応し得る計画とする。 

（３）持続可能なまちづくりと地域活性化の実現に向けた計画 

市民、企業・団体との連携などにより、教育・福祉・雇用・環境・防災など広範な課題に

取り組み、持続可能なまちづくりと地域活性化の実現に向けた計画とする。 

資料３ 
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４．計画の構成と期間 

構成は、「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」の３層構成とする。 

（１）基本構想 

   2021年度を初年度とし、2030年度を最終年度とする 10か年構想。 

（２）基本計画 

  基本構想期間である 10年間を前期と後期に分け、前期基本計画は 2021年度から 2025年度ま

での５ヵ年計画。 

（３）実施計画 

  基本計画に掲げる施策を推進するために実施する具体的事業について、予算編成と同時に策

定する３ヵ年の計画。 

 

〔計画の構成と目標年次〕 

     初年度                                  

（年度） 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．策定体制（別紙参照） 

（１）総合計画審議会（市議会議員及び推薦された者 15名以内） 

   市長の諮問を受けて、「総合計画（案）」について調査及び審議を行い、答申する。 

（２）総合計画策定委員会（副市長以下、部長職） 

補助機関である総合計画策定幹事会が事前に審議した「総合計画（素案）」を改めて審議す 

るとともに、その策定に係る重要事項を協議し、市長に報告する。 

 （３）総合計画策定幹事会（次長職） 

    「総合計画（素案）」を作成する総合計画策定プロジェクト・チームが調査・検討した内容 

を審議し、同策定委員会に報告する。 

 

最終年度 

                            

基本構想（10か年構想） 

後期基本計画（５か年計画） 

 
 

 
行財政３か年実施計画 

・・・・・・・・・・・・ 

前期基本計画（５か年計画） 

（毎年度見直し） 

 

第
６
次
総
合
計
画 
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（４）あげお未来創造市民会議（推薦された者及び一般公募市民 30名以内） 

   総合計画の策定に向けて、市内の各種団体から推薦された者及び公募により選考された市

政に関心のある者が協議し、その結果を市に対して提言する。 

（５）総合計画策定プロジェクト・チーム（職員 12名） 

    総合計画策定に関し、必要事項について調査・検討を行うとともに、市民会議の意見や   

要望を調整することにより「総合計画（素案）」を作成し、総合計画策定幹事会に報告する。 

 （６）事務局 

    行政経営部行政経営課に事務局を置く。 

 

６．スケジュール 

年度 
平成 30 年度

（2018 年度） 

平成 31 年度 

（2019 年度） 

令和 2 年度 

（2020 年度） 

     月 
項目 

10 11 12 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  2  3 

内容検討 

 
         

        

 

 

    
 

     

審議会           

策定委員会           

策定幹事会           

市民会議           

プロジェクトチーム            

 

  

基本構想案の検討 

基本計画案の検討 

現状分析・課題整理 
長期ビジョン把握 

★12 月定例会 

議案提出 
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○第６次上尾市総合計画 策定体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指
示 

議案提出 

連携 

市 議 会 

あげお未来創造市民会議 

情報提供 

諮問 

答申 

事 務 局 

（行政経営課） 

総合計画策定幹事会 

総合計画策定 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄチーム 

市 長 庁
内
体
制 

総合計画策定委員会 

指
示 

指
示 

報
告 

報
告 

市 

民 

報
告 

市民意識調査 

市民コメント 

議 

員 

総合計画審議会 

議決 

地区別意見交換 

連携 

提言 

別紙 


